
公益財団法人山田長満奨学会経理規程 

 

第１章 総  則 

 

 (目的) 

第１条 本規程は、公益財団法人山田長満奨学会(以下、「奨学会」という。)における経理

処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に

把握し、奨学会の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。 

 

(適用範囲) 

第２条 本規程は、奨学会の経理業務のすべてについて適用する。 

 

(経理の原則) 

第３条 奨学会の経理は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、一般に公正妥当と認

められる公益法人の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。 

 

(会計年度) 

第４条 奨学会の会計年度は、定款の定めにより、毎年４月１日から翌年３月末日までと

する。 

 

(会計区分) 

第５条 法令の要請等により必要とされる場合は会計区分を設けるものとする。 

 

(経理責任者) 

第６条 経理責任者は、理事長が指名する。 

 

(帳簿書類の保存・処分) 

第７条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。 

 (１) 財務諸表：永久 

 (２) 会計帳簿及び会計伝票：１０年 

 (３) 証憑書類：１０年 

 (４) 収支予算書：５年 

 (５) その他の書類：５年 

２ 前項の保存期間は、決算に関する定期理事会終結の日から起算するものとする。 

３ 帳簿などを焼却その他の処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認によ



って行う。 

 

(規程の改廃) 

第８条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。 

 

第２章 勘定科目及び帳簿組織 

 

(勘定科目の設定) 

第９条 奨学会の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するため必

要な勘定科目を設ける。 

 

(会計処理の原則) 

第１０条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。 

 (１) 貸借対照表における資産、負債及び正味財産、正味財産増減計算書における一般正

味財産及び指定正味財産についての増減内容は、総額をもって処理し、直接項目間の

相殺を行ってはならない。 

 

(会計帳簿) 

第１１条 会計帳簿は、次のとおりとする。 

 (１) 主要簿 

   イ 仕訳帳       ロ 総勘定元帳 

 (２) 補助簿 

   イ 現金出納帳     ロ 預金出納帳 

   ハ 固定資産台帳    二 基本財産台帳 

   ホ 特定資産台帳    へ 指定正味財産台帳 

   ト その他必要な勘定補助簿 

２ 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。 

３ 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有

機的関連のもとに作成しなければならない。 

 

(会計伝票) 

第１２条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 

２ 会計伝票は、下記の諸票を総称するものである。 

 (１) 通常の経理仕訳伝票 

 (２) コンピュータ会計における、インプットのための所定様式による会計原票 

 (３) コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程でつくられる会計情報に



ついての諸票類のうち、会計原票と認定した諸票 

３ 会計伝票は、次のとおりとし、その様式は別に定める。 

 (１) 入金伝票 

 (２) 出金伝票 

 (３) 振替伝票 

４ 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかとなるよ

うに保存するものとする。 

５ 会計伝票及び証憑には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。 

６ 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明

瞭に記載しなければならない。 

 

(証 憑) 

第１３条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。 

 (１) 請求書 

 (２) 領収書 

 (３) 証明書 

 (４) 稟議書及び上申書 

 (５) 検収書、納品書及び送り状 

 (６) 支払申請 

 (７) 各種計算書 

 (８) 契約書、覚書その他の証書 

 (９) その他取引を裏付ける参考書類 

 

(記帳) 

第１４条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。 

２ 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。 

３ 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額

と照合確認しなければならない。 

 

(帳簿の更新) 

第１５条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。 

 

第３章 金  銭 

 

(金銭の範囲) 

第１６条 本規程において金銭とは、現金及び預金をいう。 



２ 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書及び官公署の支払通知書をいう。 

３ 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。 

 

(会計責任者) 

第１７条 金銭の出納、保管については、その席に任じる会計責任者を置かなければなら

ない。 

２ 会計責任者は、経理責任者が任命する。 

３ 会計責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、会計事務担当者若干名を

置くことができる。 

 

(金銭の出納) 

第１８条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければな

らない。 

 

(金銭の過不足) 

第１９条 金銭に過不足が生じたときは、会計責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、そ

の処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。 

 

附 則 

 本規程は、平成２９年４月１日から施行する。(平成２９年３月１８日評議員会議決) 


